
  

 

熊本県監査委員公告第４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により平成２９年（２

０１７年）１１月３０日から平成３０年（２０１８年）２月１９日までの間に実施した

監査の結果に基づき講じた措置を、同条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

令和元年（２０１９年）８月２９日 

                                        熊本県監査委員 濱 田 義 之 

                                        同       竹 中   潮 

                                        同       渕 上 陽 一 

                                        同       前 田 憲 秀 
 

 

意見事項 

監査対象団体 

（所管課） 
監 査 の 結 果 措 置 状 況 等 

公益社団法人

熊本県観光連

盟 

 (観光物産課) 

 

※観光物産課、

国際課、公益社

団法人熊本県

観光連盟に対

する意見 

 

 

(公益社団法人熊本県観光連盟の業務運

営体制について) 

観光物産課及び国際課の職員が職務専

念義務免除の承認を受け公益社団法人熊

本県観光連盟の業務の多くを行ってお

り、県と観光連盟の業務役割分担が曖昧

となっている。このような体制から、観

光連盟への委託業務の一部において不適

切な取扱いも発生している。 

適切な業務運営、責任の明確化及び観

光振興業務の向上のため、観光連盟の組

織、人員体制について見直しの検討を指

導するとともに、県と観光連盟との業務

分担についても、更なる見直しの検討を

行うこと。 

令和元年度（2019年度）当初予算において

観光連盟の人員確保に係る予算を確保し、体

制の強化に着手したところ。 

また、次のとおり県と観光連盟の役割分担

を定め、県職員の職務専念義務免除について

も、令和元年度（2019年度）は平成30年度

（2018年度）の時間数から約１割削減するこ

ととしている。 

【県】観光戦略、課題に係る対策等、重点的

な対応が必要とされる業務を主に担当。 

【観光連盟】県施策に基づくプロモーショ

ン、情報発信などの業務を主に担当。 

なお、県から観光連盟への具体的な業務移

管については、組織体制の整備に合わせて、

デスティネーションキャンペーン（令和元年

（2019年）7～9月に実施する大型観光キャン

ペーン）終了後から順次実施する予定。 

 
〈参考〉 
 「意見事項」とは、組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に

付記するものである。 
 

      


